
南魚沼市新健診施設等建設事業什器購入に係る公募型プロポーザル審査要領 

 

１ 趣旨 

この「プロポーザル審査要領」（以下「本要領」という。）は、南魚沼市が実施する「南魚

沼市新健診施設等建設事業什器（待合エリア）購入」及び「南魚沼市新健診施設等建設事業

什器（食堂エリア）購入」に係る契約候補者を選定するために実施するプロポーザルの審

査について、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 審査対象となる事業者 

  審査は、次の各号を全て満たす者（以下「参加者」という。）を対象に実施する。 

（１）「南魚沼市新健診施設等建設事業什器（待合エリア）購入に係る公募型プロポーザル実

施要領」及び「南魚沼市新健診施設等建設事業什器（食堂エリア）購入に係る公募型プ

ロポーザル実施要領」（以下「実施要領」という。）に規定する参加資格要件を全て満た

している者であること。 

（２）実施要領に規定する期限内に、必要な書類を全て提出した者であること。 

 

３ 審査委員会の開催日等 

（１）開催日 

   令和７年１０月２日（木）（予定） 

（２）開催方法 

南魚沼市民病院多目的ホールにおける対面審査 

ア １者３０分程度（発表２０分以内、質疑応答１０分程度）とする。 

イ 発表の順番は技術提案書の受理順とする。 

 

４ 審査方法 

（１）「南魚沼市新健診施設等建設事業什器購入に係るプロポーザル審査委員会設置要綱」第

２条第１項に規定する審査委員（以下「審査委員」という。）は、参加者から提出された

技術提案書及びプレゼンテーションの内容について、別紙「審査基準」に基づき評価を

行う。 

（２）審査委員が各々評価した得点を合計したものを当該参加者の合計得点とする。 

 

５ 契約候補者の決定 

  契約候補者を次に揚げる方法により決定する。 

（１）各参加者について４により得られた合計得点が最も大きい者を契約候補者として、次

に大きい者を次点者とし、以下、順位を決定する。 

（２）（１）の結果、複数の参加者の順位の合計が同数となった場合は、提案価格が低い者を

契約候補者とし、更に見積額が同額であった場合は、審査委員の投票により選定する。

審査委員の投票により選定し難い場合は、当該参加者によるくじ引きにより決定する。 


